
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

権

魚

種

の

増

殖

に

つ

い

て

の

指

示

員

会

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

平

成

三

十

年

度

自

衛

官

第

六

次

募

集

（

自

衛

官

危

機

管

理

課

候

補

生

）

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

年

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退【

公

告

】

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

【

労

働

委

員

会

】

○

岡

山

県

労

働

委

員

会

あ

っ

せ

ん

員

候

補

者

労

働

委

員

会

【

内

水

面

漁

場

管

理

委

員

会

】

○

平

成

三

十

一

年

度

に

お

け

る

第

五

種

共

同

漁

業

内

水

面

漁

場

管

理

委

岡

山

県

公

報

平成３０年１２月１１日 第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
六
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
三
十
年
度
募
集
の
要
領
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
、
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
（
三
十
二

歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在

で
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る

）
で
、
か
つ
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

。

百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

平
成
三
十
一
年
二
月
八
日
又
は
同
月
二
十
三
日
の
う
ち
指
定
す
る
一
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

３

お
か
や
ま
西
川
原
プ
ラ
ザ
（
岡
山
市
中
区
西
川
原
）

八

採
用
予
定
時
期

平
成
三
十
一
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



九

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
の
志
願
票
の
請
求
先
及
び
提
出
先
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
tt
p:/

/w
ww
.m
od
.g
o.
jp/

pc
o/
ok
ay
am
a/

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
七
号

。

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
七
条
の
規
定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る

）
（

、

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

番
号

図
書

名
著

者
発

行
所

対
象

１
お

お
き

く
な

っ
た

の
す

と
う

あ
さ

え
文

ほ
る

ぷ
出

版
幼

児

つ
が

ね
ち

か
こ

絵

２
あ

り
が

と
う

新
井

洋
行

作
童

心
社

〃

３
き

っ
ち

り
・

し
と

ー
る

さ
ん

お
の

り
え

ん
作

・
絵

こ
ぐ

ま
社

小
学

生
（

低
）

４
マ

オ
の

う
れ

し
い

日
あ

ん
ず

ゆ
き

作
佼

成
出

版
社

〃
（

中
）

ミ
ヤ

ハ
ラ

ヨ
ウ

コ
絵

５
ア

リ
に

な
っ

た
数

学
者

森
田

真
生

文
福

音
館

書
店

〃
（

中
）

脇
阪

克
二

絵

６
風

が
は

こ
ん

だ
物

語
ジ

ル
・

ル
イ

ス
文

あ
す

な
ろ

書
房

〃
（

高
）

ジ
ョ

ー
・

ウ
ィ

ー
ヴ

ァ
ー

絵

さ
く

ま
ゆ

み
こ

訳

７
神

に
守

ら
れ

た
島

中
脇

初
枝

著
講

談
社

中
学

生

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
八
号

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
の
規

）
（

定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

、

。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番
号

種
別

名
称

発
行

者
等

１
月

刊
誌

実
話

Ｂ
Ｕ

Ｎ
Ｋ

Ａ
タ

ブ
ー

１
月

号
コ

ア
マ

ガ
ジ

ン

２
〃

Ｅ
Ｘ

Ｍ
Ａ

Ｘ
！

エ
キ

サ
イ

テ
ィ

ン
グ

マ
ッ

ク
ぶ

ん
か

社

ス
１

月
号

３
〃

Ｂ
Ｏ

Ｙ
’

Ｓ
ピ

ア
ス

１
月

号
ジ

ュ
ネ

ッ
ト

４
〃

Ｃ
ｈ


ｒ
ｉ

＋
（

シ
ェ

リ
プ

ラ
ス

）
１

１
月

号
新

書
館

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

さ
さ
お
き
薬
局

倉
敷
市
笹
沖
一
三
二
九

一

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

倉
敷
市
茶
屋
町
二
一
〇
二

一

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

い
ほ
り
薬
局

倉
敷
市
藤
戸
町
藤
戸
一
三
八
四

三

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

は
た
薬
局
里
庄
店

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
一
三
八
八

三

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

キ
シ
薬
局
弓
削
店

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
三
八
九

二

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
年
月
日

医
療
法
人
田
中
眼
科
医
院

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
中
三
二
三
五

一

眼
科

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
瀬
戸
い
こ
い
苑

笠
岡
市
横
島
一
九
四
四

一

訪
問
看
護
（
腎
臓
）

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

し
も
が
た
薬
局

真
庭
市
下
方
五
八
四

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

上
河
原
薬
局

津
山
市
上
河
原
二
二
二

五

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

平成３０年１２月１１日　岡山県公報　第１２０５０号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
吉
備
高
原

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
吉
川
七
五
一
一

整
形
外
科

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

医
療
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

医
療
法
人
雄
栄
会
角
田
医
院

総
社
市
中
央
三

三

一
一
三

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

小
畑
醫
院

津
山
市
大
田
四
五
二

六

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

医
療
法
人
清
風
会
三
村
医
院

津
山
市
北
園
町
三
五

五

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

医
療
法
人
清
梁
会
高
梁
中
央
病
院

高
梁
市
南
町
五
三

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

さ
さ
き
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

赤
磐
市
沼
田
九
三
六

四

歯
科
矯
正

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

医
療
法
人
杉
の
会
杉
本
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
社
市
駅
前
二

一
八

二
一

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

医
療
法
人
社
団
菅
病
院

井
原
市
井
原
町
一
二
四

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

総
合
病
院
落
合
病
院

真
庭
市
落
合
垂
水
二
五
一

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

医
療
法
人
内
田
ク
リ
ニ
ッ
ク

瀬
戸
内
市
邑
久
町
本
庄
二
〇
〇
四

五

腎
臓

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

た
に
も
と
ゆ
う
こ
矯
正
歯
科

玉
野
市
宇
野
一

三
九

一
〇

三
Ｆ

歯
科
矯
正

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

む
ら
か
み
矯
正
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
志
戸
部
九
七

一

歯
科
矯
正

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

い
ば
ら
セ
ン
タ
ー
薬
局

井
原
市
井
原
町
一
二
〇
五

五

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

き
び
薬
局

総
社
市
総
社
二

二
〇

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

有
限
会
社
長
綱
薬
局

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
四
八
八

四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

大
手
町
薬
局
メ
デ
ィ
カ
ル
ケ
ー
シ
ー

津
山
市
河
辺
九
三
三

一
六

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

西
井
山
陽
堂
薬
局

新
見
市
新
見
七
四
三

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
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た
ま
の
薬
局

玉
野
市
宇
野
一

一
四

三
〇

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

ま
き
び
薬
局

総
社
市
中
央
二

六

三
六

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

か
さ
お
か
薬
局

笠
岡
市
笠
岡
五
八
九
一

一
一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
有
限
会
社
栄
町
ヤ
マ
ト
薬
局

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
牛
窓
四
八
〇
三

三

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局

笠
岡
市
笠
岡
五
一
〇
一

四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局
小
田
店

小
田
郡
矢
掛
町
小
田
五
五
三
七

一
〇

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

ア
ル
フ
ァ
ー
薬
局
美
星
店

井
原
市
美
星
町
黒
忠
二
九
五
六

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

和
田
薬
局

玉
野
市
和
田
三

四

一
〇

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

肥
後
薬
局

玉
野
市
築
港
一

一
五

二
三

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
高
梁
店

高
梁
市
柿
木
町
二
〇

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

マ
ス
カ
ッ
ト
薬
局
日
本
原
店

津
山
市
日
本
原
三
四
五

五

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

コ
ス
モ
ス
薬
局

真
庭
市
山
田
一
八
九
四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

一
宮
薬
局

津
山
市
東
一
宮
四
三

一
〇

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

み
ら
い
薬
局
山
陽
桜
が
丘
西
店

赤
磐
市
桜
が
丘
西
四

一

九

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

椿
ヶ
丘
薬
局

津
山
市
椿
高
下
四
〇

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

有
限
会
社
の
ぞ
み
薬
局

津
山
市
山
方
三
四

五

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

有
限
会
社
エ
ス
・
ジ
ー
・
エ
ッ
チ
て
し
ま
薬
局
勝

真
庭
市
中
勝
山
八
六

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

山
店

真
庭
会
立
し
ら
う
め
薬
局

真
庭
市
落
合
垂
水
四
三
七

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

む
さ
し
の
里
薬
局

美
作
市
古
町
一
六
六
三

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

か
く
だ
薬
局
今
立
店

笠
岡
市
今
立
二
九
〇
五

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

さ
く
ら
薬
局

赤
磐
市
岩
田
六
三

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

吉
野
薬
局

美
作
市
豆
田
四
九

四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

久
津
間
薬
局

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
三
一
七
四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

岡
本
薬
局

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
三
三
九

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
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あ
り
も
と
薬
局
大
原
病
院
前
店

美
作
市
古
町
一
七
七
八

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

の
ぞ
み
薬
局
中
島
店

津
山
市
中
島
四
二
六

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

こ
ん
こ
う
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
薬
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
〇

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
山
本
薬
局

美
作
市
栄
町
一
八
三

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

ア
サ
ヒ
薬
局
小
原
店

津
山
市
小
原
一
〇
七

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

株
式
会
社
中
島
薬
局

玉
野
市
宇
野
二

三
二

八

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

宇
野
薬
局

玉
野
市
宇
野
二

一
九

一
八

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
－

ミ
ル
キ
ー
薬
局

玉
野
市
字
藤
木
五
五
〇

二
九

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

小
原
薬
局

和
気
郡
和
気
町
和
気
六
五
二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

す
み
れ
薬
局

総
社
市
井
手
一
二
〇
八

四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

つ
ば
さ
薬
局

総
社
市
井
手
九
三
三

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

株
式
会
社
総
社
薬
局

総
社
市
総
社
二
丁
目
二
二

三
七

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

金
光
薬
局
金
光
店

浅
口
市
金
光
町
佐
方
九
二

二

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

有
限
会
社
わ
か
ば
薬
局

津
山
市
草
加
部
九
五
四

九

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

の
ぞ
み
薬
局
小
原
店

津
山
市
小
原
字
樋
ノ
口
一
八

五

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－

の
ぞ
み
薬
局

高
梁
市
東
町
一
八
九
八

四

調
剤

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

辞
退
年
月
日

上
河
原
薬
局

津
山
市
上
河
原
二
二
二

五

調
剤

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

－

神
楽
か
わ
か
み
薬
局

高
梁
市
成
羽
町
下
原
二
四
九

一

調
剤

平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日

－

井
上
薬
局
本
店

新
見
市
新
見
八
七
九

調
剤

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
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〔
五
七
二
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
浅
口
市

か
ら
鴨
方
都
市
計
画
地
区
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

鴨
方
都
市
計
画
地
区
計
画

二

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
浅
口
市
産
業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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岡
山
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

◎
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
委
嘱
し
た
岡
山
県

労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡
山
県
労
働
委
員
会

会

長

鷹

取

司

岡
山
県
労
働
委
員
会
あ

せ
ん
員
候
補
者
名
簿

っ

区
分

氏
名

職
業

又
は
前
職

委
嘱
の
日
付

（

）

鷹
取

司
弁
護
士

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

公

西
田

和
弘

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

益
弁
護
士

妻
鹿

安
希
子

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

岡
山
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
准
教
授

委

濱
田

陽
子

岡
山
大
学
法
学
部
准
教
授

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

員

労
福

島
航

特
定
社
会
保
険
労
務
士

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

働
労

阪
口

林
連
合
岡
山
副
事
務
局
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

委
働

古
林

久
和

自
治
労
岡
山
県
本
部
執
行
委
員
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

員
者

森
原

功
裕

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
岡
山
県
支
部
支
部
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

会
委

金
澤

稔
連
合
岡
山
会
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

委
員

楢
本

博
美

連
合
岡
山
副
事
務
局
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8
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員
使

小
野

敏
行

岡
山

県
経

営
者

協
会

専
務

理
事

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

用
梶

原
康

彦
梶

原
乳

業
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

者
横

山
圭

介
横

山
石

油
株

式
会

社
代

表
取

締
役

社
長

平
成

年
月

日
3
0

1
1

2
8

委
石

田
敦

志
株

式
会

社
イ

シ
ダ

代
表

取
締

役
平

成
年

月
日

3
0

1
1

2
8

株
式

会
社

フ
ジ

ワ
ラ

テ
ク

ノ
ア

ト
代

表
ー

員
藤

原
恵

子
平

成
年

月
日

3
0

1
1

2
8

取
締

役
社

長

事
小

倉
誠

二
岡

山
県

労
働

委
員

会
事

務
局

長
平

成
年

４
月

日
2
9

1
3

務局
白

神
達

夫
岡

山
県

労
働

委
員

会
事

務
局

次
長

平
成

年
４

月
日

3
0

1
2

職員
新

堂
俊

文
岡

山
県

労
働

委
員

会
事

務
局

総
括

参
事

平
成

年
４

月
日

3
0

1
2
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◎
岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
度
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
の
増
殖
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
指
示

す
る
。平

成
三
十
年
十
二
月
十
一
日

岡
山
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

加

藤

卓

夫

3
1

（

：k
g

：

）

平
成

年
度

に
お

け
る

第
五

種
共

同
漁

業
権

魚
種

の
増

殖
指

示
単

位
た

だ
し

わ
か

さ
ぎ

は
卵

数
に

つ
い

て
単

位
万

粒
，

放
流

魚
種

代
替

措
置

可
能

魚
種

漁
業

協
同

組
合

名
漁

業
権

番
号

あ
ゆ

う
な

ぎ
ふ

な
あ

ま
ご

な
ま

ず
す

ぽ
ん

に
じ
ま
す

ぼ
ら

も
ろ

こ
わ
か
さ
ぎ

は
え

て
な
が
え
び

も
く
ず
が
に

（

）
漁

業
権

者
名

っ

1
,
2
2
0

5
0

3
0

1
0

5
0

3
0

80
5
0

内
共

第
１

号
吉

井
川

南
部

－
－

－
－

－

1
,
4
9
0

5
0

3
0

3
2
0

5
0

9
0

1
5

内
共

第
２

号
吉

野
川

－
－

－
－

－
－

1
,
5
7
0

4
0

20
3
0
0

1
0

1
0
0

1
0

内
共

第
３

号
吉

井
川

－
－

－
－

－
－

内
共

第
４

号
加

茂
郷

－
－

－
－

－
－

－
－

5
00

1
5

1
6
0

3
0

3
0

内
共

第
５

号
久

田
川

－
－

－
－

－
－

－
－

－
4
6
0

1
5

1
3
0

3
0

内
共

第
６

号
奥

津
川

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
3
2
0

2
2
0

,
4
4
0

50
4
0

1
0

1
0
0

1
0

内
共

第
７

号
旭

川
南

部
漁

連
－

－
－

－
－

－
－

1

内
共

第
８

号
旭

川
中

央
－

－
－

－
－

－
－

1
,7

40
1
0
0

1
5
0

4
8
0

1
0
0

5
0

内
共

第
９

号
湯

原
－

－
－

－
－

－
－

－
3
9
0

2
5

2
1
0

1
0
0

3
0

内
共

第
号

旭
川

北
－

－
－

－
－

－
－

－
1
0

3
9
0

2
0

3
8
0

1
5
0

3
0

1
1

3
,
1
5
0

90
6
0

2
0

1
5
0

7
5

内
共

第
号

高
梁

川
－

－
－

－
－

－
－

1
2

3
5
0

2
5

1
0

3
0

1
5

内
共

第
号

小
田

川
－

－
－

－
－

－
－

－

内
共

第
号

芳
井

町
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
1
3

3
5
0

1
5

3
0
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1
4

1
,
4
1
0

50
1
5

5
2
0

2
5

内
共
第

号
成

羽
川

－
－

－
－

－
－

－

1
5

2
5
0

1
0

2
5

5
5

25
内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1
6

7

内
共
第

号
新

見
－

－
－

－
－

－
－

1
7

1
,
9
8
5

3
5

5
6
0

30
0

5
0
0

5
0

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

1
8

1
6
5

80
1
0
0

内
共
第

号
番

川
－

－
－

－
－

－
－

－
1
9

1
0

2
3
0

2
5

1
5

4
0

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
0

5
1
0
0

2
5

5
1
0

内
共
第

号
児

島
湾

淡
水

－
－

－
－

－
－

－
－

2
1

7
5

1
,
0
9
0

4
5

1
6
0

4
5

内
共
第

号
〃

－
－

－
－

－
－

－
－

2
2

1
5

4
7
0

5
4
0

5

備
考

は
え

て
な
が
え
び
及
び
も
く
ず
が
に
に
つ
い
て
は

漁
業
権
番
号
ご
と
の
指
示
量
に
応
じ
て

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
放
流
の
代
替
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

，
，

，
。

(1
)

（

）

産
卵
床
造
成

は
え

指
示

量
造
成
箇
所
数

造
成

基
準

箇
所

１
箇
所
当
た
り
約

㎡
の
造
成

k
g

5
0
0

１
で
約

の
増
殖
と
み
な
す

１
5
0

5
0
k
g

～
。

２
5
1

1
0
0

～

３
1
0
1

1
5
0

～

(
2
)

（

）

産
卵
床
造
成

て
な
が
え
び

指
示

量
造
成
束
数

造
成

基
準

束
ソ
ダ

束
の
造
成
で
約

の
kg

1
0

1
2
k
g

増
殖
と
み
な
す

1
2

10
。

(
3
)

C

（

）

（

）

親
が
に
・

甲
幅
約
３
㎜
の
稚
が
に

放
流

も
く
ず
が
に

1

指
示

量
親
が
に
放
流
基
準

放
流
基
準

C
1

親
が
に

の
放
流

の
放
流

k
g

8
.
4
k
g

C
0
.
1
3
k
g

1
，

で
の
増
殖
と
み

で
の
増
殖
と
み
な

1
0

1
0
k
g

1
0
k
g

な
す

す

。

。
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